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	令和７年12月15日付け長崎県公報号外
	公安委員会告示
	令和６年長崎県公安委員会告示第３号（長崎県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則（令和３年長崎県公安委員会規則第５号）第３条に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができる手続等の根拠となる法令の名称及び条項並びに当該使用を開始する日）の廃止（警務課）
	令和６年長崎県公安委員会告示第４号（長崎県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則（令和３年長崎県公安委員会規則第５号）第４条第１項の規定により公安委員会等が定める技術的基準、同条第３項の規定により公安委員会等が定める電磁的記録への記録の要領、同条第４項ただし書に規定する措置、第５条ただし書に規定する措置及び第６条の規定により公安委員会等が定める書面等の取扱い）の廃止（警務課）
	長崎県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則（令和３年長崎県公安委員会規則第５号）第４条第１項の規定により公安委員会等が定める技術的基準、同条第３項の規定により公安委員会等が定めるファイルへの記録の要領、同条第４項ただし書に規定する措置、第５条ただし書に規定する措置、第６条の規定により公安委員会等が定める書面等の取扱い、第７条第１項の規定により公安委員会等が定める技術的基準及び第８条第２号に規定する届出の方法（警務課）



